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はじめに

1957年 の独 立 以 降 、 現 在 に い た るま で の マ レー シ ア の 政 治 ・経 済 シ ス テ ム は、 大 き く2つ

の 時 期 に わ けて 捉 え る こ とが で き る 。 す な わ ち69年5月 に 実 施 され た総 選 挙 直 後 に ク ア ラル

ンプ ル で 発 生 した 種 族 間 の 暴 動 事 件(い わ ゆ る5月13日 事 件)を 挟 み 、 そ れ 以 前 の 連 盟 党

(AllianceParty)な らび に レ ッセ ・フ ェー ル 体 制 とそ れ 以 降 現 在 に至 る時 期 の 体制 で あ る。

5,月13日 事 件 を収 拾 す る た め に 敷 か れ た 非 常 事 態 宣 言 の 時期(事 件 以 降1971年3,月 ま で 約

17ヶ 月 間)を 経 て 、1971年 以 降 の 体 制 はマ レー 人 社 会 の 優 位 性 を前 提 と し、政 治 シ ス テ ム と

して は統 一 マ レー 人 国民 組 織(UnitedMalaysNationalOrganization:以 下UMNO)が 主

導 権 を握 る連 立与 党 ・国民 戦 線(National:Front、 ま た はBarisanNasional:以 下N:F)体 制

で あ り、 経 済 シ ス テ ム と して は マ レー 人 を 中 心 と した ブ ミプ トラ(Bumiputera;マ レー 語 で

「大 地 の子 供 」 の 意)の 優 遇 を 基 本 的 な性 格 に も っ た新 経 済 政 策(NewEconomicPolicy:以

下NEP)を 実施 す る体 制 で あ る1。

新 しい政 治 経 済 体 制 下 で の 政 治 状 況 につ い て みれ ば 、1974年6月 に成 立 したNFが 同年8月

1NEPは 、1991年 に終 了 した。 しか し、 そ の後91年 か ら国民 開発 政策(NationalDevelopmentPolicy

1991-2000:以 下NDP)お よび 、2000年 か ら は 国民 ビジ ョ ン政 策(NationalVisionPolicy2001-

2010:以 下NVP)と い う 中期 開 発 政 策 がNEPの 後 継 政 策 と し て導 入 され た。 政 策 の 重 点 や 政 策 運 営 手

法 に は違 い が 見 られ る もの の 、 マ レー 人 の社 会 ・経 済 的 地位 の 向上 とい う基 本 的性 格 に は変 わ りは な い。
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24日 に行われた第4回 総選挙で勝利を収めて以降、99年11Aに 実施された第10回 総選挙まで、

合計7回 にわたる総選挙において、下院総議席の3分 の2以 上を常に獲i得し続けている。 この

獲得議席数は、連邦憲法の改正に必要な水準に達 してお り、この点においてはきわめて安定的

な政治状況にあった と言える。

本論考の目的は、このNFと い う制度が導入 された背景、形成過程を踏まえ、その制度設計

の 「意図」を政治経済的に明らかにした上で、 どのようにしてNFが 安定的な議席を確保 し続

けてきたのかについて、制度の 「機能メカニズム」を明らかにすることである。中でも選挙区

割 りに注 目することにしたい。

政権を担 う与党勢力が安定的な議席を獲得 ・維持するためには、様々な要因が関係 してくる

であろう。例えば、強力な政治 リーダーシップの存在、持続的な経済成長の達成、国民各層へ

の分配政策の実施、さらには有効な対外政策などがその要因として考えられる。 したがって、

政権維持の要因を単一の視点一選挙区割 り一のみで説明することは、分析を単純化 してしまう

とい う恐れがある。

しかしなが ら、筆者はNFが 安定的な勢力を維持 し、多種族国家の政権を20年 以上にわたり

維持してきた大きな理 由として、NFと い う組織の仕組み、ならびにそれを維持 してきた巧み

な選挙区割 りが存在したと考えている。つまり、・NFという連立与党組織 と選挙区割 りが1セ ッ

トとなって、1つ の 「政治体制」として機能 していたと考えている。

マレーシアにおける選挙区割 りの重要性やNFと い うシステムにっいては、 これまでにもい

くつかの重要な既存研究がある。

例えば、選挙区割 りに関しては、選挙制度の包括的な研究を行ったRachaganに よる一連の

研究の成果をあげることができる[Rachagan1987,1992,1993]。 彼の研究成果は後述する

よ うに1973年 連邦憲法改正に注 目し、選挙区割 りが どのように変化 したのか、その制度上の

変化について多くの情報と知見を与えてくれる。同様の指摘はOngの 分析にも反映されている

[Ong1990:80-82]。 これらの研究は、選挙区制度の変遷やその法的根拠などについて、詳

細に提示 してくれているものの、N:Fが どのようにこの新 しい選挙制度と対応 しているのか、

換言すれば、いかに選挙制度がNFの 維持に機能 しているのかとい う点について十分に論証 し

ていない。

また、N:Fに っいては、Mauzyの 成果を上げることができるであろう。彼女はN:Fの 形成過

程な らび に、それが多種族国家の政治制度 としてもつ意味と機能を分析 している[Mauzy

1983,1997]。 しか しながら、NFの 維持メカニズムにまで研究を広げていない。一方、筆者

は本論考 と同じ問題意識に立って、限定されたデータに依拠 して首都 クアラルンプルにおける

選挙区割 りの変遷 とその意味について論じたことがある[鳥 居2000a]。

本論考では、これ らの既存研究を発展させ、N:Fと い う組織 と選挙区割 りとが制度設計上の

観点から有機的に連関してお り、それが制度として機能してきたことを1974年 以降99年 まで

のデータを活用 して分析することにする。特に、政党が各種族ごとに成立しているマレーシア
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の政党政治の下では、選挙区割 りにおける種族別構成が重要な鍵を握ると考えられるので、そ

こに注 目していきたい。特にこれまでの既存研究では利用 されてこなかった1974年 以降の選

挙区ごとの登録有権者の種族別構成データを活用する。

本論考で取り扱 う課題を限定しておこう。マレーシアにおける政党の特徴は、その社会構造

を反映 し、特定の種族や地域を基礎 としている点にある。特に与党を構成する政党はいずれ も

全国政党ではなく、基本的に半島部マレーシア、サバ、サラワク州の3地 域をそれぞれ個別の

政治活動の場 としている。このために 「NFの 政権維持メカニズムの解明」とい う課題設定に

対 して、本来であれば半島部のみならず、残された2つ の政治空間であるサバ、サラワク州に

ついて、それぞれ分析する必要がある。特にマレーシア連邦に加盟後(1965年)も 、サラワ

ク州に比べ反連邦の立場をとってきたサバ州の動向はN:Fの 政権維持において大きな鍵を握っ

ている。

しかしながら、本論考では半島部に下院議席の約75%が 配分 されていることに加 え、今回

利用可能なデータが半島部に限定されているという技術的な理由か ら、「半島部におけるN:Fの

政権維持メカニズム」の分析に限定 しておきたい。サバ、サラワク州を含めたマレーシア全体

のメカニズムは別の機会に分析を試みることにしたい。'

本論考の構成は以下の通 りである。

第1節 では、1974年 以降のNFの 議席獲得実績 とその獲得議席が持つ意味に触れる。

第2節 では、NFの 導入の背景 と形成過程 を簡単に振 り返った上で、制度設計の意図を政治

経済的観点から分析 した上で、NFの 制度上の特徴を示すことにしたい。

次いで第3節 では、N:Fが 制度 として 「維持」 されたメカニズムを選挙区割 りと関連づけて

分析する。

そ して第4節 では、1997年 のアジア通貨 ・経済危機の政治的帰結として行われた99年 の総選

挙結果におけるNF選 挙結果の意味について考察 し、N:Fが果たした役割 と限界について論じる。

1.NF体 制下の下院議会選挙結果とその意味:連 邦憲法 との関連で

1)1974年 以降の下院議員選挙結果

マレーシアは1957年 にイギ リスか ら独立する際に制定 された連邦憲法において、イギ リス

型の議院内閣制度を導入 した。国会は上院、下院の2院 か ら構成 され る。下院議員のみ21歳

以上の市民権保有者の直接選挙で選ばれ、下院を基礎にして内閣が構成 され、下院優位の2院

制がとられている2。

2上 院 は各州議会 か ら選 出 され る州代表 と、最高元首 によって任命 され る少数民族代表 あるい は職能代

表 などか ら構成 されてい る。
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表1マ レー シア総選挙 における政権党 ・野党勢力の獲得議席および有効得票率の推移

下院総議席数
政権党/野 党

勢力獲得議席数

政権党の議席

獲得率

政権党/野 党

勢力有効得票率
得票率の差

1959年 104 74/30 71.2% 51.8/48.2 3.6%

1964年 104 89/15 84.8% 58.1/41.6 16.5%

1969年 144 74/70 51.3% 44.9/55.1 一10
.2

1974年 154 135/19 87.7% 60.1/39.3 20.8%

1978年 154 131/23 85.1 57.2/42.8 14.4%

1982年 154 132/22 85.7% 60.5/39.5 21.0%

1986年 177 148/29 83.6% 57.4/42.6 14.8%

1990年 180 127/53 70.6% 53.1/46.9 6.2

1995年 192 162/30 84.4% 63.9/36.1 27.8%

1999年 193 148/45 76.7% 55.6/44.5 11.1%

(注)1.政 権 党 とは 、1959～69年 ま で は連 盟 党 を、1974年 以 降 はNFを さす。

2.1999年 の 野 党 ・代 替 戦線 以外 は 、連 立 政 党 で は な いが 、便 宜 上 野 党 勢 力 と一 括 して 示 した 。

3.有 効 得 票 率 は 、 各 政 党 が 獲得 した得 票 を 有効 得 票 総 数 で 除 した も の で あ る。

(出 所)鳥 居 高1995、 表2を 加 筆 の上 修 正 した。

(原 出 所)SuruhanjayaPilihanRaya(ElectionCommitteeofMalaysia),1～ 勿oκonGenegalElections,

Kuala:Lumpur,NationalPrinter,VariousIssues,よ り筆 者 が作 成 。

表1は 、1957年 の独立以降実施 された下院選挙結果について、政権党(連 盟党とNF)な ら

びに野党勢力のそれぞれについて、獲得議席ならびに有効得票率を整理 したものである。

この表によってNF体 制下で実施された総選挙では、政権党(N:F)が 常に下院の70%以 上

にあたる議席を確保 してきたことが確認 され る。特 に、NFの 中核的位置 を占めるUMNOが

1987年 に新UMNO(NewUMNOま たはUMNOBaru)と マ レー人46年 精神党(Parti

Semangat46Melayu:以 下S46)に 分裂するまでは常に85%前 後の水準の議席を獲得 し、

安定 した勢力を維持 していたことが確認 される3。

マ レーシアの下院議員選挙は、全国を小選挙区にわけて、21歳 の登録有権者の直接投票に

よって行われている。すべての選挙区は小選挙区であるために、死票が発生する。このために、

得票率でも選挙結果を見ておく必要がある。

有効得票率で見ると、政権党は 「地滑り的大勝利」を収めた1995年 の総選挙で記録 した約

31987年 に実施 され たUMNO総 裁 ・副総裁選挙 にお いて、マハ テ ィール(MahathirbinMohamad)

総裁 とガ フ ァー ル ・バ バ(GhafarBaba)副 総裁 か らな る現 職 に対 して 、 トゥン ク ・ラ ザ レイ

(TengkuRazaleigh)お よび ムサ ・ヒタム(MusaHitam)が 組 み、それぞれ総裁、副総裁選挙 に挑戦

した。選挙 では、現職組が僅差で勝利 を収 めた ものの、そ の後反 マハ ティール ・グループが総裁選挙 の

無効 を訴 え、法 廷闘争へ と発展 した。裁判 の結 果、マハ ティール は新UMNOを 結 成、 これ に対 しラザ

レイ ・グルー プがS46を 結成 した。両党の対立は、1996年10月 にS46が 解 党するまで続 いた。

42



第3章 マ レーシア 「国民戦線」体制のメカニズム と変容(鳥 居)

64%を 最高水準にして、過去7回 の平均では約58%の 得票を獲得 していることがわかる。逆

に言えば、約40%の 政府への批判票が常に存在していることを意味する。

2)マ レー シア における 「連邦憲法」が持つ意 味 と役割

次ぎに、N:Fが 獲得している議席の水準が持つ政治的意味を確認 しておこう。マレーシアの総

選挙をめぐる報道や研究分析において、「下院議席の3分 の2以 上は連邦憲法改正に必要な水準」

であることから、これがN:Fの選挙結果を判断する重要な指標 としてしばしば用いられる。

「現行憲法を改正」することができる議席数を政権側が獲得するということは、政権側にい

わば、フ リーハン ドに近い政権運営が保証 されたことを意味する。 しかしながら、マレーシア

における連邦憲法改正はより重要な意味を持っ、と筆者は考えている。

マレーシアはマレー人ならびに先住民からなるブミプ トラ、さらに華人、インド人を主たる

市民権保有者として構成される、いわゆる多種族国家(Multi-EthnicCountry)で ある4。 こ

の国の政治社会構造を独立以降今 日まで大きく規定 しているのは、種族間の交渉過程で制定 さ

れた 「連邦憲法」である。言い換えれば、マ レーシアにおける連邦憲法は、ただ単にこの国の

基本法 とい う役割を果たしているのみならず、同国の種族間の 「政治契約」である。

この連邦憲法の特徴をもっとも明確に示 しているのが、「市民権」に関する規定の条文が 占

める比重の大きさであろ う。1957年 に制定 された現 ・連邦憲法は183条 の条文 と11の 付則か

ら構成 されている。 また本文は15部 から構成される。 この うち市民権に関する規定は第3部

として独立 し、全部で16の 条文によって構成されている。近代市民憲法の柱である基本的人

権に関する規定が全体で9つ の条文しかないことと比すれば、市民権規定の占める比重 とその

重要性がわかるであろう。

1945年 にイ ギ リスが 当時の英 領マ ラヤ に対す る独立案 と して示 したマ ラヤ連合 案

(MalayanUnion)に おいて、最初の市民権賦与規定が示 されて以降、複雑な制定過程を経な

がら現在の市民権規定が盛 り込まれた[Cheah1978、 田中1998]。 憲法制定にあたって最大

の争点は、市民権の賦与規定一出生地主義か、血統主義か一である。イギリスはマラヤ連合案

において、出生地主義を盛 り込んだ。 さらにマラヤ連合案にはスルタン制度の廃止などが盛 り

込まれていたために、マ レー人保守層か ら強い反対運動を引き起 こす ことにつながった

[Stockwell1979:pp.108-128、Ramlah1992:pp.81-107]。 現在のUMNOは 、 これ らのマ

レー人政治諸組織の連合体として生まれたものである。

最終的に市民権賦与規定として、当初マ レー人社会が強 く反対 した 「出生地主義」が独立憲

法で盛 り込まれた。 しかし、この規定の替わりに、マ レー人社会は 「スルタンの地位 と権限」

(第181条)、 「国語 としてのマ レー語の地位」(第152条)、 「マ レー人の特別な地位」(第153条)

42000年 国勢調査 によれ ば、マ レー人 は総人 口の52%、 華人 は27% 、イン ド人は8%、 先住民 は11%

とい う構成 比率 となっている。
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に加えて 「連邦の宗教としてのイスラームの地位」(第3条)な どマ レー人社会の優位性をそ

の憲法に盛 り込むことに成功 した。換言すれば、この憲法の制定過程を通 じて、マ レー人社会

と他の社会 とのその位置づけに関する 「政治契約」が結ばれたことを意味する。

さらに、マ レー人社会の優位性に関す る規定のうち、181条 、152条 、153条 に加えて、市

民権賦与規定(第 皿部)の あわせて4つ の事項(通 常 「敏感問題[SensitiveIssues]と 総称

される)に 関わる条文は、1971年 の連邦憲法改正によって国会 ・州議会を含む、あらゆる公

開の場での議論が制限されることになった5。 この改正により、71年 以降基本的に種族間の政

治契約は制度上、変更 し得ないこととなった。変更する場合には、そもそもこの71年 の憲法

改正の再改正をまず必要 とする。

したがって、政権与党が上述 した とお り下院において安定的な勢力を維持し続ける以上、種

族間で結ばれた現在の政治契約関係、すなわちマ レー人社会の優位性は維持されること、非マ

レー人社会はそれを前提 として政治に参加することを余儀なくされること、は遵守されること

にとなる6。

2.NFの 制度 設計:形 成過程 と特徴、背景 と目的

1)NFの 形 成 過 程 と特 徴

NFは1969年5月 に行 わ れ た総 選 挙 と5.月13日 事 件 に よ る政 治 的 混 乱 を収 給 し、 政 治 シ ステ

ム の再 建 過 程 にお い て70年 か ら72年 に か けて 、 そ れ ま で の 連 立 組 織 ・連 盟 党 が連 立 関 係 を拡

大 す る こ と で 形 成 され て い っ た 。 す な わ ちUMNO、 マ レ ー シ ア 華 人 協 会(Malaysian

ChineseAssociation:以 下MCA)、 マ レ ー シ ア ・イ ン ド人 会 議(MalaysianIndian

Congress:以 下MIC)と い う3政 党 か ら構 成 され て い た 連 立 与 党 ・連 盟 党 は 、 ま ず サ ラ ワ ク

州 の サ ラ ワ ク 統 一 人 民 党(SarawakUnitedPeople'sParty:以 下SUPP)と70年8,月 に 連

立 関係 を結 ん だ。

当 時 の ラ ザ ク首 相(TunRazakbinHussein)は さ ら に、 本 格 的 に連 立 関係 の拡 大 を72年

に 入 っ て か ら進 め た 。 同 年2月 に は ペ ナ ン 州 を 基 盤 とす る マ レー シ ア 民 政 運 動 党(Parti

GerakanRakayatMalaysia:以 下Gerakan)、 ま た 同年5月 に はペ ラ州 を基 盤 とす る人 民 進

5第10条 の 「言論 ・集会お よび結社の 自由」規定において第4項 が追加 され、4つ の敏感問題 に関 して

「疑問を呈す ることを禁ず る法律を議決す ることがで きる」 とされた。 また、第63条 「国会議員 の特権」

な らびに第72条 「州議会議 員の特権」において も、 これ ら4つ の敏感問題に関 して 「不訴追特権」が適

用 され ない ことになった[鳥 居1998:29-30]。

6こ れ ら4つ の敏感問題 の うち、スル タンの地位 と特権 に関 しては1983～84年 な らび に91年 か ら94年

にかけて大幅 に制 限され るこ とになった。 この際にはマ レー人政党が主導権 を握 り、マ レー人社会 の擁i

護者で ある 「スル タン」制度 の再編成 を試 みた、 とい う極めて興味深い政治過程で あった。詳細 は[鳥

居1998]を 参照。

44



第3章 マ レーシア 「国民戦線」体制のメカニズム と変容(鳥 居)

歩 党(People'sProgressiveParty:以 下PPP)と い う半 島部 マ レー シ ア の 厂地 域 政 党 」 との

間 に 、 さ らに は 同 じ、 マ レー 人 政 党 と して60年 代 を通 じ て対 立 関係 に あ っ たイ ス ラム 政 党 ・

汎 マ レー シ ア ・イ ス ラ ー ム 党(PartiIslamSeMalaysia:以 下PAS)と も連 立 関係 を結 び 、

参 加 政 党 を増 や して い く こ と に よ って 、 最 終 的 に74年6,月1日 に連 立政 党N:Fと して 正 式 に結

成 され た[Mauzy1983:pp.39-74]。

1974年 か ら99年 の総 選 挙 まで の半 島部 な らび に サバ 、 サ ラ ワ ク州 のNF参 加 政 党 の変 化 を整

理 した も の が表2で あ る。 参 加 政 党数 は 最 小 時 で9政 党 、 最 大 時 で14政 党 を数 え る。 しか し、

こ うした 変 化 は 主 と して サバ 州 に お け る参 加 政 党 の変 化 に よっ て 生 じた も の で あ る。 半 島部 で

はPASが77年 にNFか ら離 脱 した の が 一 番 大 き な変 化 で 、UMNO、MCA、MIC、Gerakanの

4政 党 が そ の 中核 を構 成 して い る。 ま た サ ラ ワク 州 に 関 して も86年 以 降 は 参加 政 党 が安 定 し

表2国 民戦線構成政党の変化

1974年 1978年 1982年 1986年 1990年 1995年 1999年

構成政党数

地域別内訳
10政 党 10政 党 10政 党 12政 党 9政 党 14政 党 13政 党

1.半 島 部 UMNO UMNO UMNO UMNO UMNO UMNO UMNO

MCA MCA MCA MCA MCA MCA MCA

MIC MIC MIC MIC MIC MIC MIC

Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan

PPP PPP

PAS

BERJASA

HAMIM

2.サ ラ ワク 州 PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB

SUPP SUPP SUPP SUPP SUPP SL-PP SUPP

SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP SNAP

PBDS PBDS PBDS PBDS

3.サ バ州 USNO USNO USNO USNO USNO SabahUMNO SabahLTMNO

SCA

Berjaya Berjaya Berjaya
PBS

PBRS PBRS

PDS

SAPP SAPP

AKAR

LDP LDP

UPKO

(注)構 成政:党名は、総選挙実施 時点での構成 を示 している。

各政党 の正式名称は、以下の通 り。

AKAR:PartiAngkatanKeadilanRakyatBersatu

LDP:LiberalDemocraticParty

PBDS:PartiBangsaDayakSarawak

PDS:PartiDemokratikSabah

SCA:SabahChineseAssociation

Berjaya:BersatuRakyatJelataSabah

PBB:PartiPesakaBumiputeraBersatuSarawak

PBRS:PartiBersatuRakyatSabah

SAPP:SabahProgressiveParty

SNAP:SarawakNationalParty

UPKO=UnitedPasokMomogunKadazandusunOrganisation

USNO:UnitedSabahNationalOrganization

(出 所)表1の 原 出 所 に 同 じ。
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表3国 民戦線加盟 「政党」の設立年次 と党員規 定

政 党 名 設立年次 党憲章に見る党員規定

統一マ レー人国民組織

(UMNO)
1946年

マ レー人お よび ブ ミプ トラのマ レーシア市民権保有者

(18歳以上)

マ レー シア華人協会

(MCA)
1949年

華人お よびそ の血統 をひ くマ レー シア市民権保有者

(18歳以上)

マ レー シ ア ・イ ン ド人 会議

(MIC)
1946年

マ レー シア市 民権保有者で、イ ン ド人の血統 をひ くもの

(18歳以上)

マ レー シ ア 民 政 運 動 党

(Gerakan)
1968年 マ レー シア国籍保有者

サラ ワク国民党

(SNAP)
1961年 マ レーシア国籍保 有者

サ ラワク統一ブ ミプ トラ党

(PBB)
1973年 ブ ミプ トラ(イ バン とムス リム)

サ ラワク ・ダヤ ク党

(PBDS)
1983年 ダヤク族

サバ進歩党

(SAPP)
1995年 マ レーシア市民権保有者(18歳 以上)

(注)MCA:1994年 よ り、 片 親 が 華 人 で あ る マ レー シ ア 市 民権 保 有 者 の入 党 を認 め る。

MIC:タ ミー ル 語 を話 す 華 人 系 住 民 、 あ るい は イ ン ド人 の 血 を引 く華 人 系住 民 も入 党 を認 め る。

PBDSは1993年4,月 の 党 憲 章 の 改 正 に よ り、 非 ダ ヤ ク族 の入 党 も認 め る。

(出所)UMNO,PeylembagaanUMNO(ConstitutionofUMNO),1998。

MIC,MalaysianIndianCongressCostitution,1996.

MCA,CostitutionofMalaysianChineseAssociation,1986.

Gerakan,PartiGerakanRakyatMalaysiaConstitution1994,at31Dec.1998.な ど各 政 党 党 憲 章

よ り筆 者 が 作 成 。

て い る こ とが わ か る。

次 ぎ に 、NFに 参 加 した 主 要 政 党 は表3に 占め した よ うに2っ の基 本 的 な 性 格 を よ う して い

る。 まず 第1に 、Gerakanと サ ラ ワ ク国 民 党(SarawakNationalParty:以 下SNAP)な ど

の よ うに そ の 党 員 資 格 に 「種 族 規 定 」 を設 けず 、 「マ レー シ ア 市 民 権 保 有 者 」 す べ て に 門 戸 を

開 き 、 「多 種 族 政 党(Multi-EthnicParty)」 を標 榜 して い る政 党 も あ る。 しか しな が ら主 要

なN:Fの 政 党 は 特 定 の 種 族 を基 盤 と し、 そ の 党 憲 章 に お い て も種 族 規 定 が 盛 り込 まれ て い る点

で あ る。 例 え ば 、UMNO党 憲 章 で は 「18歳 以 上 のマ レー シ ア 市 民 権 を有 す るマ レー 人 も しく

は ブ ミプ トラ」 と個 人 党 員 資 格 が 規 定 され て い る7。 ま た 、Gerakanの よ うに 「多種 族 政 党 」

を 掲 げ な が ら も実 態 と して は 、 華 人 が 中 心 とな っ て お り、政 党規 約 とそ の実 態 とを あ わせ 考 え

7UMNO党 憲 章 第4.2条(PerlembagaanUMNO,DirersetujukandalamPersidanganPerhimpunan

AgungKhasUMNOpada13HBDisember1998〔UMNO党 憲 章 、1998年12,月13日UMNO特 別 党

大 会 で 可 決 され た 憲 章 〕)。実 態 と して は,こ の規 定 に含 ま れ な い タイ 国 境 付 近 の ム ス リム の タイ 系住 民

や サ バ 州 にお け る キ リス ト教 徒 の ブ ミプ トラ も 党員 とな っ て い る。 しか し、 党 の 基 本 的 性 格 に変 化 を も

た らす もの で はな い 。
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ると、いわば種族利益代表政党 と呼び変えることが可能である8。

第2の 特徴は、N:Fを 構成す る各政党は1995年 の総選挙時において、UMNOが サバ州に本

格的に進出するまでは、半島部、サバ州、サラワク州 という3つ の地域のいずれかのみで活動

する政党であり、全国政党ではない。

つま り、これ ら2つ の基本性格を整理すると、NF参 加政党は 「地域別」の 「種族代表」政

党であることがわかる。 したがって、N:Fが 前述 したとお り、参加政党を増や したことは、そ

のまま地域的な広がりと、より多様な種族代表を傘下におさめ、文字通 り 「マ レーシア国民」

各代表が漏れなく加わっているかのような 「擬制」をおびることを意味する。

2)背 景 と目的:NFの2つ の役割

(1)背 景:起 点としての1969年 の総選挙9

NEPとNFと い う2つ か らなる新体制の導入の契機 となったのは、1969年 総選挙後に発生 し

たマ レー人 と華人 との間での暴動事件である。では、暴動事件を引き起す契機 となった69年

の下院総選挙結果が連盟党にとってどのような意味をもったのかについて整理 しておこう。

1969年 総選挙がマレーシア政治史上大きな大きな転換点であったことは、表1か ら明らか

である。連盟党は確かに過半数議席を獲得 し、政権の維持には成功 した。 しかしなが ら、議席

数で見るならば、野党の議席を4議 席上回ったにすぎなかった。また得票率で見ると、野党の

有効得票率は連盟党を10%も 上回っている。こうした政権党と野党 との逆転現象は、独立以

降今 日に至るまで、この69年 総選挙のみである。

この選挙結果に関して、Vasilは その代表的な研究 『マ レーシアの1969年 総選挙』の中で、

その要点を3点 にまとめている[Vasil1971:pp.36-37]。

第1に は、連盟党は下院及び州議会選挙において総議席数 を大幅に減少 させ、下院において

連邦憲法修正に必要な3分 の2以 上の議席を獲得できなかった、という点において連盟党の敗

北である。

第2にUMNO、MCAの 有力議員が数多 く落選 したほか、当選議員も前回の1959年 選挙より

も得票数 を減少させた。

第3に 、州議会選挙においてUMNOが マ レー人人口の多い州(ク ダ、 トレンガヌ、クラン

タン各州)で 議席を減少 させ、MCAが マ レー人人 口の少ない州(ス ランゴール、ペナン、ぺ

81990年 代 に入 る とN:Fの加 盟政党がそれぞれ、規約 の改正で はなく党執行部 の承認 とい う手続 きで 、

党員資格 の緩和 を図ってい る。例 えば、MCAは 「片親 がマ レー シア市民権保有す る華人 であれば、 そ

の入党 を認 める」方針 を明 らかに した(NewStraitsTimes,Jan.16,1994)。 同じくMICは 、1995年2月

に 「タ ミール語 を話す華人系住民 、またはイン ド人の血 をひ く華人系住 民」に入党資格 を与 えた(Stay

:Feb.25,1995)。 こ うした一連 の緩 和の背景 には、党員 の拡 大 と種族間を超 えた婚姻関係 による住民 の

存在が ある。 しか し、いずれの事例 もマージナルな改正で あ り、党全体 の本質 に変化 をもた らす もので

は ない。

9本 節の記述 は、既発表 の[鳥 居2000a]に 大 きく依拠 している。
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ラ各州)で 敗北したことである。

「種族代表政党」連合体 としての連盟党の敗北は、独立以降1969年 までの種族i代表間政党

政治(い わば調整政治)へ の批判であると同時に、各種族グループ単位で見れば、それぞれの

種族グループ内からの批判を意味する。換言すれば、種族利益代表とい う 「正統性」の喪失を

意味することになる。

さらにUMNOに とって、この選挙の敗北は1945年 のマラヤ連合案への反対運動、さらに57

年の独立憲法制定過程 を通 じて、UMNOが 獲得 してきたマ レー人の政治的優位性への危機を

意味 した。優位性の危機は下院議会の議席減少のみならず、スランゴールあるいはペラ州で

「非マレー系の州首相(MentriBesar)が 誕生す るのではないか、という危機感 さえも抱かせ

ることになった」と理解されるほど、UMNOに とってその政治的優位性に対する危機感 を持

たせることになった10。

したがって、ラザク率いるUMNOは 、暴動後の新体制 を構築するにあた り、マ レー人の政

治的優位性を確保することが最も重要な課題である。っいでUMNO及 びMCAに とっては、そ

れぞれの種族利益代表 としての地位を再度獲得することが求められた。

(2)目 的:開 発 戦 略 と文 脈 に お い て

以 上 がN:Fと い う新 しい 制度 の構 築 の 際 に 求 め られ た政 治 的 要請 で あ る。 しか し、NFの 構 築

の必 要性 は、 政 治 的 要 請 の み で は 十 分 に理 解 す る こ とは で きな い 。 「は じ め に」 で 述 べ た よ う

に 、NFはNEPと い う新 しい経 済 政 策 と1セ ッ トと して 導 入 され た も ので あ り、 両者 は 不 可 分

の 関係 に あ る と考 え られ る。 そ の こ とは ラ ザ ク が 行 っ た1974年 総 選 挙 の演 説 に 見 る こ とが で

き る。

彼 は1974年 の総 選 挙 時 にNFの 選 挙 キ ャ ンペ ー ン を始 め る に あ た り、 次 の よ うに述 べ て い る。

厂NFを 結 成 す る 目的 は 、 政 治 活 動(politicking)を 最 小 限 に押 さ え 、 開 発 に最 大 の 配 慮 を

払 うた め で あ る 」(:KL独 立広 場 で の演 説)u。

こ こで 彼 が 言 う 厂開発 」 がNEPの 実 行 過 程 を意 味 す る こ とは言 うま で もな い 。 で は 、NEP

の 実行 過 程 に必 要 な政 治 的要 件 とは何 で あ ろ うか 。

NEPは1971年 か ら20年 間 に わ た り実施 され た 長 期 開発 政 策 で あ る。 具 体 的 に は① 種 族 に関

係 な く、 貧 困世 帯 を撲 滅(EradicationofPoverty)す る こ と、 ② マ レー シ ア社 会 を再 編 成

(RestructuringofMalaysianSociety)す る こ と、 とい う2大 目標 か らな る[鳥 居2002a]。

NEPの 根 底 に流 れ る 考 え は 、 複 数 の 種 族 か ら構 成 され る 国 家 の 政 治 的 ・社 会 的 安 定 の た め

に 、経 済 的 に は劣 位 に あ る グル ー プ 、 ブ ミプ トラ の底 上 げ を 図 り、 彼 らの 経 済 ・社 会 的 地 位 を

10Mauzyは そ の研 究 の 中 で 、 こ う した 「危惧 」 に っ い て 述 べ て い る。[Mauzy1983:pp.36-37]。 しか

し、実 際 に は 制 度 上 こ うした こ とは お き えな い 。 な ぜ な らば 、マ ラ ッカ、 ペ ナ ン 、 サバ 、 サ ラ ワ ク4州

を 除 く9州 の州 憲 法 で は州 首 相 は 「マ レー 人 で ムス リムで あ る こ と」 が 資 格 要 件 と され て い る。

11UMNO本 部 、1974年 総 選 挙 関 連 パ ンフ レ ッ トよ り。
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向上 させ、そのことを通 じて、グループ間の均衡を図り、国民統合を促進することを狙いに掲

げていた。その際に20年 間とい う期限付きなが ら、この期間中は 「機会の平等」を否定し、

連邦憲法第153条 に依拠する 「マ レー人の特別な地位」を活用、すなわち、クォーター制度

(EthnicQuota)の 活用によって、マレー人 を中心 とするブ ミプ トラとい う特定の種族を保護

し、マ レー人の社会的 ・経済的地位の向上をめざそ うとした。換言すれば、きわめてマレー経

済ナショナ リズムを色濃 く反映 した政策である。

こうしたマ レー経済ナショナ リズムを実行するためには、政治的には2つ の要件が求められ

たといえる。第1に は、マレー人社会が政治的に他の種族に対 して、その政治的優位性を確保 ・

維持することである。 ここで言 う 「マレー人の政治的優位性」 とい うのは言 うまでもなく、

NEPを 実行する主体である与党N:Fの 中におけるマレー人の優位性を意味する。

第2・に、マ レー人を優遇するNEPの 実施 によって、その実施過程において 「国民国家」マ

レーシアが分裂 しない仕組みを作り上げる必要があった。そのためには、NEPや それを実施

する諸政策が 「マ レーシア国民」を構成するすべての利益代表か らの 「承認」を得る必要があ

る。それは、すべての利益代表から構成されているかのようにみえる(「擬制」)を持った政治

システムが選挙において 「信任」を得ることによって成立することになる。

これ ら2つ の政治的要請を 「制度」として実体化するために結成されたのがNFで ある。

3.N:Fの 維持 メカニズム:選 挙 区割 りを中心 に

1)1971、73年 の連邦憲法の改正 とKLの 創設

マ レー人の政治的優位性の確保、 とい う政治課題は3つ の方法で果たされようとした。第1

が、第1節 で述べたように1971年 に行われた連邦憲法の改正である。この改正によって、い

わゆる 「敏感問題」が議会制民主主義の枠組みから除外されたことを意味する。しかし、マレー

シアの歴史的な文脈で捉えるならば、マレー人社会の優位性が改めて種族間で再確認、いわば

「再契約」が行われたことを意味する。

第2が 、1974年 にスランゴール州か らクアラルンプル(Kuala:Lumpur:以 下:KL)の みを

分離 し、連邦直轄領 としたことである。連邦首都 としてK]』が創設 された直接的な契機は国連

機関の提言によるものである。 しかしなが ら、69年 の総選挙時におけるクアラルンプル地区

において連盟党が敗退 したこと、特にスランゴール州議会選挙における敗退状況、さらにその

後KL創 設によって、N:Fが スランゴール州議会で勢力を回復 した とい う政治的変化を見れば、

KL創 設の政治的意図は明らかである12。

12ス ラン ゴール州議会選挙 区割 りは大き く変 更 され 、そ の結果 、1974年 の州議会選 挙ではN:Fが 大 き く

勢力 を回復 した。K:L創 設 の政治的意味について は[鳥 居2000a]を 参照の こと。
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第3が 、N:Fの創設である。下院における議席数 という 「数」の上でマ レー人の政治的優位

性 を確保 し、その上で内閣における主要な閣僚ポス トをUMNOが 獲得す ることを通 じて、

NEPを 政策実行上からも可能 とさせることにつながった。

2)1974年 以降の選挙区割 りとNFの78年 選挙結果

(1)選 挙区割 りの変化

では実際にNFは どのようにして 「マレー人の政治的優位性」と 厂マ レーシア国民」とい う

擬制を維持することを可能にしたのであろ うか。その要件 の一っが1973年 の連邦憲法改正 と

その後の選挙区割 りである。

既存研究でRachaganやOngが 言及 しているように、1973年 に行われた連邦憲法改正によっ

て、選挙管理委員会に与えられていた選挙区割 りの権限が弱められ、国会の承認を必要 とする

ことになった。また、選挙区民の人数の均衡に関して、それまでの農村部 と都市部の格差に関

する制約が撤廃 された[Rachagan1991:pp.390-391]。

これらの改正後に実施 された1974年 の下院選挙区割 りについて、1選 挙区に占めるマ レー

人比率と登録有権者数の相関関係を示したものが図1で ある。

図11974年 総:選挙、マ レー 人比率 と登録有権者数の相関関係

登録有権者数(単位:人)
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50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

020406080100

マレー人比率(96)

(出 所)選 挙 管 理 委 員 会 資料 を も とに筆 者 作 成 。

確かに、マ レー人比率約55%の 選挙区に40,000人 以上の例外的な選挙区が存在す るものの、

マレー人比率と1区 あた りの登録有権者数の間には一定の負の相関関係を読みとることができ
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る13。

実際にマレー人比率に応 じて選挙区を3つ に区分して、単純平均を算出してみることにする。

マ レー人が60%以 上を占める選挙区(本 論考では 「マレー人区」と呼ぶことにする)1選 挙

区は約27,000人 余 りであるのに対 し、マレー人、華人、イン ド人選挙民が混在するマ レー人

比率30%以 上60%未 満の選挙区(同 じく 「混合区」)の 場合、その1.2倍 にあたる30,000人 余

りとなる。 さらに華人比率が高 く、マ レー人比率が30%未 満の選挙区(同 じく 「華人区」)で

は約40,000人 余りとなっている。 これは混合区の1.3倍、マ レー人区の約1.5倍 にあたる。また、

こうした選挙区の地域的分布を見ると、マ レー人が集中しているマレー半島東海岸ならびに西

海岸北部のマ レー人選挙区において、選挙民1票 の価値が高く、マレー人側から見れば華人よ

りも小規模な人数から議員を出すことが可能 となった。

また、こうした変更にともない表4に 示 したように、マレー人比率別の選挙区分布が1969

年の分布 とは大きく変更 されたことを強調 しておく必要があろう。重要な変化は2点 にまとめ

ることができる。

表4:半 島部 マ レー シア下院議員選挙区、マ レー人比率別分布(1969～1999年) (単位:議 席数)

マ レー人比率 1969年 1974年 1986年 1995年 1999年

90%以 上 15 18 16 25 25

80%以 上90%未 満 13 15 17 17 15

70%以 上80%未 満 10 12 14 11 13

60%以 上70%未 満 11 13 18 17 18

小計:マ レー人 区 49(46.7%) 58(50.9%) 65(49.2%) 70(48.6%) 71(49.3%)

50%以 上60%未 満 11 21 27 30 27

40%以 上50%未 満 12 10 12 14 18

30%以 上40%未 満 16 9 10 13 10

小計:混 合 区 39(37.0%) 40(35.1%) 49(37ユ%) 57(39.6%) 55(38.2%)

20%以 上30%未 満 9 7 9 6 7

10%以 上20%未 満 7 6 5 6 5

10%未 満 1 3 4 5 6

小計:華 人 区 17(16.2%) 16(14.0%) 18(13.6%) 17(11.8%) 18(12.5%)

総計 105(100%) 114(100%) 132(100%) 144(100%) 144(100%)

(出所)1969年 は 、Vasil[1971]。

1974年 は 、選 挙 管理 委 員 会 内部 資 料 。

1986年 は 、Star社 、 図 書館 資料 。

1995年 は 、NewStraitsTimes,Apr.27,1995.

1999年 は 、NewStraitsTimes,Dec.1,1999.な どよ り筆 者 作 成 。

13例 外 的な選挙区は、いずれ もジ ョホール州 の西海岸 に位置す る選挙 区である。
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まず第1は 、マレー人区が半島部マレーシアの選挙区の過半数を占めるように変化 したこと

である。1969年 には105選 挙区の うち46%を 占める49議 席だったが、74年 の改正によつて9

議席増 の58議 席となり、その比率は51%に 達 し、わずかではあるが過半を超 えた。過半数を

超えたとい う事実は、マレー人の政治的優位性 という視点か ら見れば、重要なメルクマールと

言える。

第2に は、混合区において大きな変化がおきている点である。混合区の うち、マレー人比率

が50%以 上60%未 満の選挙区は1969年 の11選 挙区から21選挙区へ と大幅に増加 したのに対し、

30%以 上40%未 満の選挙区が16選 挙区から9選 挙区へと激減 していることである。特に前者

の増加は重要な意味を持つ。 この点はNF内 部の候補者の配分上重要な意味を持っ。

(2)NFの 選挙区配分

では、こうした選挙区割 りに対 してUMNOを 中心 とするNFは 、どのように立候補者を配分

していったのであろうか、この点について見ておこう。

1974年 の総選挙は前述 したとお り、PASがNFに 加盟 してお り、その後の総選挙との継続性

を持っていない。そこで、次節で触れる80年 代、90年 代の変化 との比較の必要上、ここでは

78年 の総選挙のデータを分析することにする。78年 の総選挙では74年 の議席配分、選挙区割

りが継続 して使われており、大きな問題はない と考えられる。

1978年 の総選挙では、半島部マ レーシアの下院選挙区は114選 挙区を数えた。NFは この全

選挙区に立候補者を擁立したが、その内訳を見 るとUMNOが75選 挙区、MCAが31選 挙区、さ

らにMICが4選 挙区、Gerakanが 同じく4議 席 となっている。

UMNOはNF候 補者数の約66%を 占めてお り、N:F内 での優位性を確実なものにしたことが

わかる。一方、これに対して、MCAに は3割 弱の選挙区が与えられた。NFが 導入されて間も

ない時期 に、N:F加 盟政党間で議席の配分に関 して どのような政治過程を経て決着をみたかに

ついては、今後当時の関係者からの聞き取 りなどで明らかにしなければならない研究課題であ

ろう。 しかしながら、実際の配分比率が半島部マ レーシアの種族別人 口構成比にほぼ沿ってい

ることか ら、配分の根拠については推測がつ く。MCAが3割 を切 る理由は、Gerakanが 実質

的には華人政党であることから両党への配分を足 し上げた議席比率が33%に 達 しているので、

説明がつ く14。

こうした配分からはまず、UMNOがNFと い う仕組みを通じて、きわめて効率的に議会で優

位な地位 を確保 していることがわかる。N:Fが 下院の3分 の2以 上の議席を獲得することに成

功 した場合、UMNOは そのN:Fの 過半数の議席を確保すれば、下院を実質的に支配することが

14NFの 初代 の総 書記 を務 めたDatukMichaelChenの 回想 によれ ば、 「国民戦線 を形成す るにあた り直

面 した最 大の問題は、構成政党間 の議席 の配分 にあった。各政 党に対 して、 どの よ うに議席 を配分す る

かにつ い ての交渉 とその最終 決定 に あたっ ては、 極 めて長 い時 間を要 した」 とされ る(1>駢Straits

Times,Aug.21,1994)a
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可能 となる。下院総議席の3分 の2の さらに過半数、つま りUMNOは 下院の35%か ら40%に

あたる議席を確保することによって、その政治的優位性の確保が可能になることを意味する。

より興味深いのは、配分 された選挙区と政党の組み合わせである。容易に予想がつく点であ

るが、UMNOは 比較的小規模でマレー人比率が高い選挙区 ・マ レー人区58選 挙区のうち、1

つの選挙区を例外 として独占的に候補者を擁i立している。 これ以外のUMNOの 候補者は、い

ずれもマレー人比率40%以 上の選挙区 ・混合区に配置されている。一方、MCAの 場合、マレー

人比率60%未 満の選挙区において、大きく2つ のグループに分けて選挙区が配分されている。

ほぼ半数:が60%未 満から30%以 上の選挙区 ・混合区に、また華人選挙民が圧倒的に多い華人

区に残 りの半数が配分 されている。またMIC、Gerakanの 場合は、いずれも混合 区に配分 さ

れている。

これ らの選挙区の特性 と選挙区配分は、各政党の基本的な性格か ら考えて、十分に説明しう

るものであろう。すなわち、UMNOは マレー人区を、Gerakanの ように特定地域のみを基盤

としている政党やMICの ように単独で選挙区を構成できないイン ド人政党には、種族が混 じ

り合いながらもマ レー人が主体の選挙区、いわば中規模;の混合区がそれぞれ配分されているこ

とをうかがわせ る。より興味深いのはMCAの 配分であろ う。MCAは 華人政党を標榜 している

以上、華人区に多くの候補者が配分 され ることは首肯できる。その一方でMCAに もまた中型

の混合 区が配分 されている。 この意味についてはあとで検討することにす る。混合区が1974

年の改正の際に増加 した理由は、こうしたN:F加 盟政党への配分の必要性から理解することが

できる。

(3)制 度の機能:マ レーとマレーシア

本節の最後に、こうした制度が どのように実際機能したかについて、選挙結果から見ておく

ことにする。前項 と同じ理由で、ここでは1978年 の総選挙結果を見ておくことにする。

同年の選挙において、N:Fが 下院議会の3分 の2以 上の議席を獲得したことは表1で 確認済

みである。 ここで見ておく必要があるのは、N:Fと それを維持するメカニズムとして導入 され

た選挙区割 りが 「種族陸」を政治動員の大きな前提 としていることである。

そこで、実際にマレー人選挙区比率 と政権党 ・NFと 野党勢力の得票率の推移を整理 したも

のが、図2で ある。

N:Fは 、 この図の両端にそれぞれ向かっていくにつれ、その得票率が低下 していることが確

認 される。 これは華人区では華人政党 ・民主行動党(DemocraticActionParty:以 下DAP)、

またマ レー人区ではPASが それぞれN:F候 補者と対抗 していることによるものである。逆にN:F

は、マ レー人比率が20%を 越す選挙区から次第に得票率をのばし、その上昇傾向は、60%以

上の選挙区を1っ の頂点としていることが確認 された。

この結果 を前項で見た選挙区規模;と立候補者配分 と照 らし合わせて考えると、次のように整

理することができるであろう。
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図21978年 総選挙 、マ レー 人比率 と政権党 ・野党の得票率の推移

有効得票率

800%

700%

600%

500%

400%

300%

soow

1009ﾉ

00%

凡例

一▲一 政 権 党

一■一:野 党

10%未 満10%以 上zo%以 上30%以 上40%以 上50%.以 上60%以 上7096以 上80%以 上90%以 上

マレー人比率

(出所)選 挙管理委員会 資料 より作成。

まず第1に 、UMNOは 小規模なマレー人区を独 占し、これ らの選挙区において当選者を出

している。 しかし、重要な点は、マ レー人比率が高 くなればなるほど、実際にはUMNOの 得

票率が落ちていることである。 これ らは同じマ レー人政党PASに その支持を奪われているこ

とを意味する。また、UMNOは マ レー人区以外には、「混合区」の中で、マ レー人比率が高い

選挙区にも立候補者をたて、そこからも確実に当選者を出している。これ ら2っ の事実は、こ

れ らのマ レー人区内の非マ レー人選挙民がPASの イスラーム性を嫌い、マレー人政党ながら

NFメ ンバーであるUMNOの 支持に回ることで、当選が確実になるものと考えられる。

次に、より興味深いのはMCAの 配分とその結果であろう。前項で見たとお り、MCAは 華人

が圧倒的に多い選挙区と混合区にそれぞれ候補者を配分している。図2に 見るように前者では

MCAに 対す る華人選挙民の批判は強く、マ レー人比率30%を1つ の境 として、与野党の得票

率が逆転す ることがわかる。一方、混合区ではMCAは 確実に当選者を出 している。また、同

じく混合区ではGerakan、MICと 共に確実に当選者を出していることがわかる。

このように、NFと それを支える選挙区割 りは、第1義 的には比較的小規模;なマレー人区か

らUMNO所 属議員の当選を容易にし、「マレー人の政治的優位性」を確保することに寄与して

いる。 しかしながら、比較的中規模な選挙区である混合区おいて、NF加 盟各政党は確実 に当

選者を出し、その 「マレーシア国民」から構成される擬制を確保 していることになる。なかで

も 「華人政党」MCAに とって、N:Fと それを支える選挙区割 りは大きな意味を持つことがわか

る。この配分がMCAに 有効に機能 したことが、1990年 の総選挙結果を見ると、明確に示 され

ている。
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1990年 の総選挙においてMCAは15華 人区と17混合区にそれぞれ立候補者 を立てたものの、

華人区ではその うち3人 しか当選させることができず、逆に混合区では17人 のうち15人 当選

者を出した。 しかもその うち4選 挙区は、マ レー人比率が50%か ら60%を 占める選挙区であっ

た。こうしてMCAは 「華人社会利益代表」 とい う正統性を華人選挙区ではなく、混合区一し

かもマ レー人比率が高い混合区一から安定的に議員を当選 させ、確保 してNFの 一角を占めて

いると言える。

3)1974年 以降の制度の修正:混 合区の重視

こうして確立 したN:Fと それを維持す るメカニズムが、その後 どのように変化あるいは維持

されているかについて確認 しておこう。1974年 の選挙区割 り以降大きな選挙区の変更は、86

年、95年 の総選挙の実施にあたってそれぞれ実施 され、半島部における選挙区の数は114議 席

から132議 席、95年 には144議 席へ と増加 した。この間にも細かな変更はあるものの、ここで

はこの2つ の大きな選挙区割 りに注目して、確認すべき3点 を見ておこう。

まず第1に 、1974年 の選挙区割 りによって確立 したマ レー人比率と選挙区民人数 との 「負

の相関関係」の継続である。第2は 、マレー人比率と議席数の分布に関する問題である。:最後

に、N:Fが どのようにこうした選挙区割 り配分を利用 したのか、とい う点である。

まず、第1の 「負の相関関係」 を検証するために、図1に 対応する1986年 データならびに

95年 データを整理 したものが、それぞれ図3と 図4で ある。いずれも図1と 同様にマ レー人

比率 と有権登録者数の間には 「負の相関関係」が示されていると判断できるであろ う。

1978年 選挙区分析 と同様に、実数で3タ イプの1選 挙区あた りの平均有権者数 を算出して

確認 しておこう。86年 総選挙では、マレー人区の平均は36,700人 余 り、混合区はその約1.3倍

の45,800人 余 りで、華人区はさらに混合区の1.35倍 の61,800人 余 りとなっている。また、95

年の総選挙区割 りでは、マレー人区が約42,900人 余 りで、混合区はその1.3倍にあたる56,100

人余 り、さらに華人区は1.2倍の約66,800人 となっている。 これらの変化か ら、99年 の混合区

と華人区との間の格差を除けば、すべて74年 の区割 りと同じ比率の格差が付けられているこ

とがわかる。興味深いのは、この混合区が華人区との格差が縮小 していることであろう。この

点は、図4で も明確に確認できる。この点は他のデータを検証 した上で総合的に考察すること

にしよう。

第2に 関しては、確認すべき点は1969年 か ら74年 の変化で見 られた2点 である。1点 はマ

レー人区が全体に占める比率が過半数であることと、もう1点 は50%以 上60%未 満の選挙区

が占める比率の変化である。

表4に 示 したように、1974年 か ら3回 の選挙区割 りの変化によって、議席数が増加 したた

めに、実数ではい くつかの変化が見 られるものの、比率の上では74年 に50%以 上60%未 満 の

選挙区が占める比率が倍増するなどのような大きな変化はなく、マレー人区、混合区、華人区、

3者 間の比率の大枠が守られていることが確認できる。
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図31986年 総選挙 、マ レー人比率 と登録有権者数の相関関係
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(出所)表4に 同じ

図41995年 総選 挙、マ レー人比率 と登 録有権者 数の相 関関係
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(出 所)表4に 同 じ。

しか し、より詳細に検討すると1986年 から95年 の選挙区割 りの中で2つ の変化 を読み とる

ことができる。それは第1に 、マレー人区の比率が86年 以降再び過半数 を切 り、低下傾向に
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あることである。第2に は混合区、中でも50%以 上60%未 満の選挙区が全体の2割 を占めて

いることである。

混合区の相対的な規模の拡大ならびに混合区数の比率の増大という2つ の現象の背景には、

NEPの 実行がある。NEPは 、マレー人の貧困の原因 として 「職業と種族が分かち難iく結びつ

いている社会構造」をあげ、その解体を目指 した。 このために、マ レー人が農業生産者 とい う

特定の職種や農林水産業 とい う特定の産業に従事す るのではなく、世代内あるいは世代間で、

就業移動を促進することをNEPの 柱の1つ として導入 した(雇 用構造の再編成 目標)[鳥 居

2002b]o

この政策が実行 された結果、マ レー人は従来のように農村部に集住 しているのではなく、

KLの ような首都圏はもちろんのこと、地方においても都市住民化する現象が生まれた。 この

結果、都市部の中にマ レー人集住区と華人集住区が隣接 し、その結果として選挙区割 りから見

ると 「混合区」を形成 したものと考えられ る。

この変化はN:F、 中でもUMNOに とっては 「都市部マレー人選挙民」 という新 しい政治課題

に直面することになったことを意味している。そのために、混合区への比重が高まったと考え

られる。

実際に、マレー人が50%以 上60%未 満の混合区の主な地域的配分を見ると、1986年 の選挙

区割 りではジョホール州(6選 挙区)、 クダ州(5選 挙区)、スランゴール州(4選 挙区)、パ

ハン、ヌグリ ・スンビラン州(各3選 挙区)、 ペラ、マラッカ州(各2選 挙区)、KL 、ペナン

州(各1選 挙区)と なっているのに対し、95年 ではスランゴール州がもっ とも多 く8選 挙区

を占め、以下ジ ョホール州(7選 挙区)、KL(4選 挙区)、 クダ州(3選 挙区)ペ ラ、パハン、

マラッカ州(各2選 挙区)と なっている。 スランゴール州 とKLに おける混合区の配分の変化

がもっとも大きい15。

マレー人選挙民の都市住民化 という現象に対し、従来の農村一都市 という格差に関する選挙

区割 りの枠組みに変更を施 さず、「混合区」の増設 とい う形で軌道修正を図ったことがわかる。

最後に第3点 目として、N:F内 の議席配分について検証 しておこう。留意すべきは1987年 に

UMNOがUMNOBaruとS46に 分裂 して以降、何か大きな変化が見 られるか、 とい う点であ

ろう。

実際に検証してみると、1978年 に行われたN:F構 成政党への配分比率は、その後99年 の総選

挙まで変化はなかった。具体的には、UMNOが64%、MCAが24%、Gerakanが7%、MIC

が5%と い う比率で半島部の選挙区が配分されていることが確認された。ただし、重要な変化

は混合区、中でも新 しく創出された都市混合区をUMNOが 獲得 している点であろう。

最後にNFが 厂地滑 り的勝利」を収めた1995年 のデータを用いて、その結果を図2と 同じ観

点から整理 して、図5と して提示しておくことにする。この図はいわば、NFが 制度 として、

15KLに お け る選 挙 区 割 りの 変化 につ い て は前 掲[鳥 居2000a:207-211]を 参 照 。
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もっとも機能 した状況を示 していると考えられるからである。N:Fは 、図の両端に位置す る華

人選挙区とマレー人比率が高い区では得票率が低く、混合区において、得票率を高くして政権

を維持 してきたことがわかるであろう。

図5

得票率
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(出所)表4に 同 じ。

4.1999年 総選挙結果が持つ意味

1)1999年 総選挙の概要 と結果

1999年11月29日 に第10回 総選挙は、過去の大半の総選挙 と同様に、下院選挙とサバ ・サ ラ

ワク州を除く半島部のすべての州の州議会選挙 とい う内容で実施 された。

本節では、この選挙結果 とNFと の関係 について考察 しておこう。選挙区割 りは基本的に

1995年 の選挙区割 りが使われているものの、一部修正され、混合 区がそれぞれマ レー人区と

華人区へ と移動 している。 しか し、基本枠組みに変更を加 えたものではない(詳 細は表4を 参

照)。

まず、この総選挙が持っ意味 としては2点 を上げることができる。

第1に は、この選挙は、1997年 のアジア通貨 ・経済危機の政治的帰結 として位置づけられ

ることである。焦点はアジア通貨 ・経済危機からの回復過程において発生 したUMNO内 の権

力闘争の結果、マハティールが行った強権的な政治手法に対するマレー人社会の対応にあった。
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中 で も、 当 時 の 副 首 相 兼 大 蔵 大 臣 で あ った ア ン ワル ・イ ブ ラ ヒム(AnwarbinIbrahim)を

閣 内お よび政 党 か ら追 放 ・除 名 した のみ な らず 、権 力 乱 用 な らび に異 常 性 行 為 に よ って 刑 事 告

発 した こ とに対 す る 国民 か らの反 発 が 予 想 され てい た。

第2に は 、 野 党4党 が マ レー シ ア 史 上 初 め て 本 格 的 な 野 党 連 合 ・代 替 戦 線(NationalAl-

ternative:以 下NA)を 結 成 し、N:Fに 替 わ る シ ス テ ム が成 立 す るか 否 か に 注 目が集 ま っ た 。

NAは 、 イ ス ラ ー ム 政 党PAS、 ア ン ワル 元 蔵 相 の 夫 人 を 党 首 に い た だ く国 民 正 義 党(Parti

KeadilanNational:以 下KeAdilan)、 華 人 系 政 党DAP、 さ らに は社 会 主義 政 党 で あ る マ レー

シ ア人 民 党(PartiRakyatMalaysia:PRM)か ら構成 され た。

総 選 挙 結 果 の ポイ ン トは3点 に整 理 す る こ とが で き る[鳥 居2000b]。

第1に 、NFは1995年 総 選 挙 で 獲 得 した 議 席 数162議 席 か ら148議 席 と14議 席 減 ら した も の

の、 「憲 法 改 正 に必 要 な3分 の2以 上 の議 席 」 の水 準 を維 持 す る こ とに は成 功 した。

第2は 、UMNOが 半 島部 で 大 敗 した こ と で あ る。N:F加 盟 政 党 の 中 で 、UMNOの み が89議

席 か ら72議 席 へ と議 席 を減 ら した 。 半 島部 で は92選 挙 区 で60人 しか 当 選 しな か っ た16。つ ま り

こ の結 果 は 、1974年 以 降UMNOが 維 持 して きた 「政 治 的 優 位 性 」 へ の危 機 を意 味 す る。 得 票

数 べ 一 ス で は さ らに深 刻 な 状 況 で あ った 。UMNOは 前 回 よ りも17万2800票 余 りも減 少 させ て

い る。 しか も87年 にUMNOか ら分 離 したS46が96年10月 に解 党 し、 指 導 部 がUMNOに 復 党 し

て い る こ とか ら、 こ のS46の 支 持 者 の 多 くがUMNOに 復 帰 した 可 能 性 を考 えれ ば 、UMNOに

とっ て 今 回 の 選 挙 が 大敗 で あ っ た こ とが わ か るで あ ろ う。 ま た 、 州議 会 ・州 政 権 につ い て も ク

ラ ンタ ン州 の み な らず 、 トレン ガ ヌ州 で もPASを 主 体 とす るNAに 奪 われ る結 果 とな っ た。

第3は 、UMNOの 大敗 の 裏 返 し と してNAが 大 き く勢力 を 伸 ば した こ とで あ る。NAは 、 半

島 部 で は1議 席 を除 き、 す べ て の選 挙 区に 立 候 補 者 を擁i立す るな ど、 全 国 で172選 挙 区 に候 補

者 を 立 て 、 そ の うち42選 挙 区でN:Fの 候 補 者 を破 っ て い る(参 照表1)。 そ の 中 で 、 注 目 され た

の はNAが ク ラ ンタ ン州 で14選 挙 区 の うち13選 挙 区、 ク ダ州 で は15選 挙 区の うち8選 挙 区 を、

ま た トレン ガ ヌ 州 で は8選 挙 区す べ て で 当選 者 を 出 した こ とで あ る。

2)1999年 総選挙 とNFシ ス テムの機能

以上の選挙結果をNFの システムの機能とい う観点から考えてみよう。

UMNOが 半島部において大敗を喫 しなが らも、N:F全 体としては最終的に安定的な勢力を確

保できたのは、基本的にはUMNO以 外の構成政党が選挙民からの支持を獲得 したからに他な

らない。獲得議席から大きく4つ の要因を指摘することができるだろう。

まず第1は 、北部3州 では惨敗 したけれ ども半島部の他の州において、UMNOが 引きつづ

き支持を獲得 したことである。第2に は、半島部でUMNO以 外のNF構 成政党が、ほぼ前回選

挙の議席を維持 したことである。第3は 、サラワク州でN:Fが 全議席(28議 席)を 獲得 したこ

16残 りのUMNOの 議席は、1995年 の総選挙の際 に進出 したUMNOSabahが もた らしたものである。

59



第1部 アジア諸国の政治秩序

とである。第4は 、先述 した半島部以外のUMNO、 すなわちサバ州においてはUMNOが 善戦

したことである。

つまり、政治的安定と 厂マレーシアの維持」とい うN:Fの1つ の目的は十分に果たされてお り、

UMNO以 外の政党にとってNFと それを支える選挙区割 りは有効に機能したことを意味する。

一方、UMNOに とっては 「マ レー人の政治的優位性」 とい う意味においては、PASや

1(eAdilanがUMNOに 替わって確保することにはっながったものの、UMNO優 位のマレー人

の政治的優位性とい う本来の目的が果たされなかったことを意味する。

この点について、 さらにデータを詳 しく見ることにする。1999年 の総選挙をマ レー人区に

ついて注 目すると、マレー人区の うちその比率が圧倒的に高い(80%以 上)の 選挙区40区 の

内訳を見 ると、UMNO対PASと い う候補者の組み合わせが33区 、UMNO対:KeAdilanと いう

組み合わせが7区 あった。 これ らのうち、UMNO候 補者が当選 したのは前者の組み合わせで

はわずかに8区 、後者では4区 、計12選 挙区にすぎず、逆にPASは25選 挙区、KeAdilanは3

議席それぞれ獲i得した。ところが、マレー人比率がやや低くなると、この状況は全く異なる。

残 りのマ レー人区である70%以 上80%未 満の選挙区を見ると、13選 挙区の うちUMNO対PAS

の選挙区は7選 挙 区、UMNO対KeAdilanと い う組み合 わせ は6選 挙区あった。 この うち

UMNOは11議 席獲得 したのに対 し、NAは わずかに2議 席しか獲得できなかった。

こうした点から1999年 の総選挙結果をもって 「マ レー人社会の分裂」とい う 「新 しい現象」

を指摘する分析が多い。 しかしながら、既に図2な らびに図5で 見た2回 の選挙結果でも示さ

れていた点ではあるが、N:F一 実質的にはUMNO一 はマレー人比率が高い選挙区では得票率が

低下 してきたことが推測 される。この点にっいて、今回利用可能になったデータで、さらに長

期的な傾向を見てみることにする。

図6はPASがNFを 離脱 して以降、UMNOとPASが 獲得 した有効得票率を示 したものである。

マレー人区のなかで1999年 総選挙結果 との関係において、80%以 上の選挙区のみを取 り上げる

ことにした。 この図に示されたとおり、N:Fが 大勝した95年 の総選挙において、UMNOは いった

ん得票率を回復するものの、86年 以降低落傾向にあることがわかる。なかでも90%以 上の選挙区

では、その傾向がより顕著である。 これらの選挙区では、86年 の選挙においてN:Fが54%の 得票

率を記録 したものの、その後は40%台 へと減少 している。こうした事実から、99年 の選挙結果は

必ずしも 「新現象」ではなく、マハティール政権発足後、急速に工業化が進展していった80年 代

後半以降、マレー人集住区で 「UMNO離 れ」現象が起きていたことがわかる。

しかも、 この現象はN:Fを 支える選挙区割 りが 「逆」作用 して、NFで はなく、NAに 有効に

機能した ことに触れてお く必要があろ う。既に図1、3、4で 示 したように、NF体 制の下で

はマレー人比率に対 して、選挙区人数は負の相関関係にある。この制度が北部のマレー人区を

獲得したPASに とって有利に働き、UMNOに は逆の作用をもたらした。UMNOは ジョホール

州を中心 とした半島部の西側の選挙区を中心に得票を獲得 したものの、半島部全体で減少 した

17万 票余 りの減少よりもはるかに大きな比率で議席を減少させた。
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図6マ レー人選挙 区における与 ・野党得票率の推移(1978～1999年)

凡例

190%以 上

一◆一 政権党

一■一 野党

280%～90ｰ/a未 満

+政 権党

→← 野党

(出 所)表4に 同 し。

このことは、表1の データからより明確 に理解することができる。1990年 と99年 の総選挙

は、共にマレー人選挙区をめぐってUMNOとS46が 、またUMNOとNAが(マ レー人政党)選

挙戦が行われた とい う点で共通点を持っている。この点から2つ の選挙 を比較すると、90年

の総選挙で野党勢力は、99年 の野党勢力が獲得 した得票率を上回る得票率を記録 したにもか

かわらず、議席獲得率で見ると、99年 の野党の獲得率を下回っている。これは99年 の総選挙

において野党が獲得 した得票が一小規模なマレー人選挙区を通じて一有効に議席獲得につながっ

たことを示 している。

おわ りに

1970年 代にNEPの 導入と共に設計され、結成されたNFと い う連立与党は、同時に行われた

選挙区割 りと1セ ットとなって機能 し、「マ レーシア」の維持とNF内 での 「マ レー人の政治的

優位性」の確保、 とい う2つ の目的を1995年 までに果た してきたことがわかった。また、

1980年 代に顕著になった 「都市住民」マレー人選挙民について、「混合区」を新設することに

よってその機能は維持されてきた。もちろん、こうした選挙区割 りが行われた上で、N:Fが と

のようにして 「種族性」を政治的に動員 し得たのか、またマ レー人比率の高い 「混合区」にお

けるマ レー系選挙民と非マ レー立候補者 との関係、さらにそ うした状況で機能 したであろ う

UMNO党 支部の役割など、NFの 下での選挙実態と維持のメカニズムに関しては、解明しなけ

ればならない課題はまだ残る。

しかしながら、混合区の増設 という対応は、結果的に農村部のマ レー人区を小規模のまま取
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り残 した形で存続 させることにつなが り、それが1999年 の総選挙において野党であるマ レー

人政党に皮肉にも有効に機能することとなった。いわばN:FがUMNOに とっては機能不全をお

こし始めていると言えよう。

そもそ もN:Fは 、1969年 の5A13日 事件を契機に、またNEPを 実行する上で必要不可欠な

政治システムとして制度設計 され、導入 されたものに他ならない。NEPに しろNFに しろ、

1970年 代以降のマ レーシアの政治経済システムが大前提 としているのは、「マレー人対非マレー

人」 とい う種族 「問」関係である。これに対して、1980年 代半ば以降顕著になったことは種

族 「内」関係、中でもマレー人内部の社会構造変化である。この新しい状況に対して、マハティー

ル政権は独 自のイスラーム化政策を導入 して、マ レー ・イスラーム世界に対応 してきた(鳥 居

[2003a,2003b]。 しかし、種族内の構造変化はより大きく、深刻 さを増 していたと考えられ

る。おそ らくはこれを加速 させ、深刻化 させていったのは、マハティールの開発重視政策であ

り、急速な工業化の進展であろう。

こうした種族 「内」社会関係に対して、現在のNFと い うシステムがUMNOに とっては十分

に機能せず、新 しい 「仕掛け」を模索する必要が出てきたと言えよう。
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